
 

 

 

「マイナンバー」について 

平成 28 年 1 月から社会保障、税、災害対策の分野で「マイナンバー制度」の運用が開

始されました。マイナンバー制度については、内閣官房・国税庁の HPを参照してくだ

さい。 

 

内閣官房のホームページにリンクします。 
 

 

内閣官房 HP マイナンバー社会保障・税番号制度 

 

 

 

・これより先は、内閣官房のホームページです。  

・リンク先のページについてのご意見・ご質問は、内閣官房にお問い合わせください。  

・リンク先のページにつきましては、自らの判断と責任においてご利用ください。  

 

 

 

 

マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）について 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

